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マスター タイトルの書式設定

WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 4

解体工事を計画されている人へ

渋谷区では、建築物の解体工事について「渋谷区建築物の解体工事計画の事前周知
関する条例」を制定しています

解体床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事が対象となります
（※解体する建築物に「吹付け石綿」並びに「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」が使用され

ている場合は、解体床面積に関わらず対象となります）

下記の順番で申請が必要となります
１．解体工事計画届出書
２．解体工事標識設置届出書
３．解体工事説明会等報告書

該当する場合は

目次へ戻る
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 5

各種届出の流れ（時系列順）

1.解体工事計画届出書

標識設置

2.解体工事標識設置届出書

近隣説明

3.解体工事説明会等報告書

（標識設置よりも前）

（解体工事開始の３０日前まで）

（標識設置後５日以内）

（解体工事開始の１５日前まで）

（解体工事開始の１０日前まで）

目次へ戻る
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 6

電子申請の流れと留意点

電子申請は、24時間受付可能です。
（メンテナンス時を除く）

 電子申請について
■ 24時間、365日対応可能です
（※ただし、grafferがメンテンナンス中は申請できない場合がございます）
■ 申請頂いた日が「申請日」となります。実際の審査は、開庁日（土日祝日や年

末年始を除く）に行われ、申請日を基準に審査を行います
■ 前ページの記載のとおり、下記の順番で申請をお願いいたします

1. 解体工事計画届出書
2. 解体工事標識設置届出書
3. 解体工事説明会等報告書

 控えの返却について
■ 原則５営業日以内に申請頂いたメールアドレスに返送致します。
（ただし、大型連休や年末年始を除く）

目次へ戻る
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 7

電子申請の流れと留意点

電子申請は、24時間受付可能です。
（メンテナンス時を除く）

 その他
■ 申請の種別（電子申請・窓口申請）は、関連書類を含めすべて統一してください
■ 例えば、解体計画届出書を電子申請いただいた場合は、標識設置届出書や説

明会報告書も電子申請でお願いいたします

■ 1.解体工事計画届、2.解体工事標識設置届、3.解体工事説明会等報告書は、
必ずこの順序でご提出ください

■ 順序が守られていない場合、受理できませんのでご注意ください

■ ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください
渋谷区役所 環境政策部 環境整備課 公害指導係
TEL：03-3463-2750
E-mail：sec-kougaishidou@shibuya.tokyo

目次へ戻る
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 8

新規申請の前に - ログイン前 -

手順/入力方法 入力画像

①

①はじめて申請をする人またはすでに
アカウントを持っている人はクリック
してください

②

②アカウントを登録しないでメールで
申請する人はクリックしてください。
（注）ただし、メール申請は24ページに申請の

履歴が残りませんので、アカウントの作
成を推奨します

目次へ戻る
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 9

新規申請の前に - Grafferアカウントの登録 -

手順/入力方法 入力画像

①

①Googleアカウントでログイン

②

④Grafferアカウントを新規で作成を
してからログイン
（注）次のページでは④の作成の手順

の説明になります

③

④

②LINEアカウントでログイン

③Grafferアカウントでログイン

目次へ戻る
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 10

新規申請の前に - アカウント情報の入力 -

手順/入力方法 入力画像

①担当者の氏名を入力

④Grafferアカウントに登録をクリック

②担当者のメールアドレスを入力

③ログイン時のパスワードを入力

④

③

②

※登録後に入力したメールアドレスに
メールが送られます

目次へ戻る

①
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 11

新規申請の前に - アカウントの登録 -

手順/入力方法 入力画像

①
①登録したメールアドレスにURLが
届きます

（注）確認用のURLの有効期間は
30分間のため、注意してください

②URLをクリックするとアカウント登録
は完了です
続いて届出情報を入力していきます

②

目次へ戻る
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 12

利用規約
手順/入力方法 入力画像

①

①利用規約に同意するに を入力

②「申請に進む」をクリック

②

目次へ戻る
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 13

申請者の種別
手順/入力方法 入力画像

①

②

①個人か法人のいずれかを選択します

②メールアドレスは自動で入力されます

（注）発注者が個人か法人かで選択をして
ください

③

（アカウント作成で登録したメールアドレス）

③一時保存して次へ進みます

目次へ戻る
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 14

解体工事情報の入力 - 発注者の情報 -

手順/入力方法 入力画像

①

②

①発注者の住所を入力してください

②発注者の氏名を入力してください

（例）代表取締役社長 公害 一郎
③

④発注者の電話番号を入力してください

③発注者の取締役以上の肩書と代表者
の氏名を入力してください

④

（注）③は前頁で「個人」を選択した時は入力
欄は表示されません

⑤
⑤一時保存して次へ進みます

目次へ戻る
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 15

解体工事情報の入力 - 解体建築物の概要 -

手順/入力方法 入力画像

①

②

①解体工事の名称を入力してください

②解体工事の場所を入力してください

③

④解体建築物の構造を入力してください

③解体建築物の用途を入力してください

④
（注）⑤以降も引き続き入力項目がある

ので入力をしてください

⑤

⑤解体建築物の階数を入力してください

目次へ戻る
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 16

解体工事情報の入力 - 工期・工程表 -

手順/入力方法 入力画像

①

②

①工事の始期と終期を入力してください

②休祝日の作業を除くのか含むのかに
ついて入力してください

③④「あり」を選択した時は工程表の添付を
してください

③工程表の有無を選択してください

④（注）「なし」を選択すると表示されません

⑤
⑤一時保存して次へ進みます

目次へ戻る

(注)手入力も可能です
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 17

解体工事情報の入力 - 石綿の使用状況 -

手順/入力方法 入力画像

①

②

①石綿（レベル1～３）が含有されているか
選択してください

②レベル３に該当する石綿が含有して
いるか選択してください

③

③レベル1またはレベル2に該当する石綿
が含有しているか選択してください

（注）「あり」を選択すると②と③のフォームが
表示されます

目次へ戻る

（注2）③以降も引き続き入力項目がある
ので入力をしてください
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 18

解体工事情報の入力 - 標識・説明会・問い合わせ先 -

手順/入力方法 入力画像

①

②

①標識の掲示予定年月日を入力してください

②近隣住居者への説明方法を選択してください

③

④問い合わせ先の法人名を入力してください

③事前説明の予定年月日を入力してください

④

⑤

⑤現場の担当者名を入力してください

（注）工事の内容等について連絡することがあります
⑥

（注）1日で近隣説明が終了するときは同一年月日を
入力してください

⑥現場の担当者の電話番号を連絡してください

目次へ戻る

（注）手入力も可能です

⑦一時保存して次へ進みます



マスター タイトルの書式設定

WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 19

解体工事情報の入力 - 添付資料 -

手順/入力方法 入力画像

①

①申請に補足する資料があれば
クリックして添付してください

③

②届出書の担当者の名刺を添付して
ください

（注）届出書の入力内容について連絡すること
があります

（例）委任状・道路使用許可・道路占用許可など

③一時保存して、次へ進みます

目次へ戻る

（注）添付資料を追加することもできます

②
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 20

標識設置届の申請（条件あり）

■ 19ページ入力後、標識設置届の申請も一緒に申請することができます
（注）ただし、以下の条件を満たしている場合に限ります
①現場に標識を設置している
②現場に設置した標識の遠景と近景の写真撮影をしている
③標識を設置した場所が分かる地図を作成している

■ 標識設置届を申請しないときは入力は完了になります
①「いいえ」を選択して次へ進んでください

■続けて申請を行うとき
（「はい」を選択した人）

■２１へ進んでください

■これで申請を終えるとき
（「いいえ」を選択した人）

■2３へ進んでください

目次へ戻る



マスター タイトルの書式設定

WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 21

標識設置届の申請 -「はい」を選択時 -

手順/入力方法 入力画像

①

②

①「はい」を選択します

②現場に掲示する標識の数量を入力して
ください

（注）建築物の解体工事を行う敷地のうち、
道路に接する部分に設置が必要です

目次へ戻る

（注）設置する数量に対して、次ページで
標識の写真の添付が必要です

（例）2か所設置なら、2か所分の遠景と
近景の写真を添付
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 22

標識設置届の申請 -「はい」を選択時 -

手順/入力方法 入力画像

①

②

①標識を現場に設置した年月日を入力して
ください

③

⑤

②標識を設置した場所が分かる地図を添付
してください

③遠景で撮影した写真を標識の設置数に応じ
て添付してください

④
④近景で撮影した写真を標識の設置数に応じ

て添付してください

⑥一時保存して次へ進みます

目次へ戻る

⑥

⑤申請に補足する資料があれば添付をして
ください
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 23

申請内容の確認
手順/入力方法 入力画像

■ 最後にこれまでの申請内容に誤りが
ないかに確認をしてください

■ 修正が必要な時は「編集」を選択して
内容を修正してください

目次へ戻る
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 24

申請の完了
手順/入力方法 入力画像

■ 申請に誤りがなければ「この内容で
申請する」を選択してください

■ 申請はこれで終了です

■ 申請後に登録したメールアドレスに
申請を受付けたメールが届きます

■ 受付処理が完了後に登録したメール
アドレスにPDFで副本をお送りします

(注)副本には受付番号が印字されます

目次へ戻る
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WEB申込の手引き －解体工事計画届－ 25

申請の確認 - ステータス状況 -

手順/入力方法 入力画像

①

②

①サイトにログイン後、画面の右上部に
マイページがあるのでクリックして
「申請一覧」を選択
（注）どの画面からも確認できます

②申請した一覧と内容・対応ステータスを
確認できます

③対応ステータスは「受付済」「処理中」
「完了」があります

③

目次へ戻る

（注）申請後に修正があった場合はお手数ですが、
こちらをクリックして公害指導係へご連絡を
お願いします
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